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■ 障害福祉サービスの確保、地域生活支援などの障害児・者支援の推進
① 良質な障害福祉サービス等の確保 ９，３３０億円（＋２５９億円）
② 地域における障害児支援の推進 １，１２０億円（＋２２３億円）
③ 地域生活支援事業の着実な実施 ４６４億円（＋ ２億円）
④ 障害者の地域生活支援のための拠点等整備 ０.３億円
⑤ 障害者への就労支援の推進 １０.９億円（± ０億円）等

■ 障害者の社会参加の推進
① 障害者自立支援機器の開発の促進 １億円（▲ ０.５億円）
② 文化芸術活動の支援の推進 １.３億円（± ０億円）等

■ 障害福祉サービスの提供体制の整備（施設整備費） ２６億円（▲ ４億円）

■ 地域移行・地域定着支援などの精神障害者施策の推進
○ 長期入院の精神障害者の地域移行・地域定着支援の推進 １.３億円（＋ ０.２億円）等

■ 自殺・うつ病対策の推進
○ 自殺対策に取り組む民間団体への支援 １.３億円（± ０億円）等

■ 薬物などの依存症対策の推進
○ 認知行動療法を用いた治療・回復プログラムの普及等 １億円（＋ ０.６億円）

■ 東日本大震災からの復興への支援
① 障害福祉サービス事業所などの災害復旧経費【復興特会】 ６.７億円（▲ １.３億円）
② 被災地心のケア支援体制の整備【復興特会】 １６億円（▲ ２億円）等

◆予算額 （２６年度予算額） （２７年度予算案）
１兆５，０１９億円 １兆５，４９５億円（対前年度＋４７６億円、＋３．２％） （うち復興特会） ２６億円

◆障害福祉サービス関係費（自立支援給付費＋障害児措置費・給付費＋地域生活支援事業費）
（２６年度予算額） （２７年度予算案）

１兆３７３億円 １兆８４９億円（対前年度＋４７６億円、＋４．６％）

【 主 な 施 策 】
（対前年度増▲減額）

１ 平成２７年度障害保健福祉部予算案について

新 規

一部新規

一部新規

一部新規

※ 補正予算 ８０億円

障害福祉サービス等予算の推移
障害福祉サービス関係予算額は義務的経費化により10年間で２倍以上に増加している。

（注１）平成18年度については、自立支援法施行前の支援費、自立支援法施行後の自立支援給付、地域生活支援事業等を積み上げた
予算額である。（自立支援法は平成18年4月一部施行、同年10月完全施行）

（注２）平成20年度の自立支援給付費予算額は補正後予算額である。
（注３）平成21年度の障害児措置費・給付費予算額は補正後予算額である。

（億円）

4,893億円

10,373億円
（+11.4%）

1,055億円

9,330億円

462億円

9,071億円

464億円

840億円

10,849億円
（+4.6%）



 

 
 

 

 
 

 
◆予算額 

（26年度予算額）     （27年度予算案）   （対前年度増▲減額、伸率） 

１兆５，019億円 → １兆５，４９５億円 （＋４７６億円、＋ ３．２％） 

 

◆障害福祉サービス関係費（自立支援給付費＋障害児措置費・給付費＋地域生活支援事業費） 

（2６年度予算額）     （2７年度予算案）   （対前年度増▲減額、伸率） 

１兆  ３７３億円  → １兆  ８４９億円  （＋４７６億円、＋ ４．６％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ （復興）と記載のあるものは、「東日本大震災復興特別会計」計上項目 

【主な事項】 

                      （対前年度増▲減額） 
■ 良質な障害福祉サービス等の確保       ９，３３０億円（＋   ２５９億円） 
 
■ 地域における障害児支援の推進               １，１２０億円（＋   ２２３億円） 
 
■ 地域生活支援事業の着実な実施【一部新規】       ４６４億円（＋       2億円） 
 
■ 障害者に対する良質かつ適切な医療の提供    ２，23４億円（＋    １４億円） 
 
■ 障害福祉サービス提供体制の整備                 26億円（▲       4億円） 
 

■ 障害者の地域生活支援のための拠点等整備 【新規】 ０.３億円 
 
■ 障害者への就労支援の推進【一部新規】      １０.９億円（±       ０億円） 
 
■ 障害者自立支援機器の開発の促進                  １億円（▲    ０.５億円）           
 
■ 文化芸術活動の支援の推進                   １.３億円（±       ０億円） 
 
■  長期入院の精神障害者の地域移行・地域定着 
支援の推進【一部新規】                         １.３億円（＋     ０.２億円） 
   
■  自殺対策に取り組む民間団体への支援             １.３億円（±     ０億円） 
 
■  薬物などの依存症対策の推進【一部新規】            １億円（＋     ０.６億円） 
 
■ 被災地心のケア支援体制の整備（復興）           １6億円（▲      2億円） 
 
■ 障害福祉サービス事業所などの災害復旧経費（復興）6.7億円（▲    1.3億円） 
 

厚生労働省 障害保健福祉部 

平成２7年度 
障害保健福祉部予算案の概要 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 障害福祉サービスの確保、地域生活支援等 

（１）良質な障害福祉サービス等の確保            ９，３３０億円 

障害児・障害者が地域や住み慣れた場所で暮らすために必要な障害福祉サービスを総

合的に確保する。 

また、平成27年度報酬改定においては、福祉・介護職員の処遇改善、物価の動向、

障害福祉事業者の経営状況等を踏まえ、±０％の改定率とする。併せて、グループホー

ムにおける重度者支援の充実や地域移行に向けた支援の充実、就労移行後の定着実績の

評価、工賃向上に向けた取組の推進、計画相談支援の強化、強度行動障害を有する者に

対する適切な対応などを行うこととしている。 
 

（参考）【平成26年度補正予算】 

○ 障害児・障害者に対するサービスの充実にかかるシステムの改修等   １４億円 

安心して利用できる障害福祉サービスの構築に向け、障害者総合支援法の施行後３年

を目途とした制度の在り方等の検討に給付費データ等を活用するとともに、 早期のシス

テム改修により、統計機能の拡充等を図るほか、給付費データだけでは捉えきれない障

害福祉サービス等事業所や利用者の実態調査等を行う。 

 

（２）地域における障害児支援の推進 

１，１２０億円（うち障害福祉サービス関係費は１，０５５億円） 

   障害のある児童が、できるだけ身近な地域で、障害の特性に応じた療育などの支援を

受けられるよう、それに係る必要な経費を確保する。 

また、報酬改定においては、福祉・介護職員の処遇改善を行うとともに、児童発達支

援や放課後デイサービスにおける支援の質の確保のための職員配置の評価などの障害

児支援の充実を行うこととしている。 

 

（３）地域生活支援事業の着実な実施【一部新規】         ４６４億円 

意思疎通支援や移動支援など障害児・障害者の地域生活を支援する事業について、複

数市町村の共同実施（意思疎通支援）を推進する等により事業の着実な実施を図る。 

１ 障害福祉サービスの確保、地域生活支援などの障害児・障害者支援の

推進                   １兆５，２４７億円 

障害児・障害者の社会参加の機会の確保及び地域社会における共生を支援するため、

障害福祉サービスの充実や地域生活支援事業の着実な実施や就労支援、精神障害者や発

達障害者などへの支援施策を推進する。 



 

 
 

（４）障害児・障害者への福祉サービス提供体制の基盤整備      ２６億円 

障害者の社会参加支援や地域生活支援を更に推進するため、就労移行支援、就労継続

支援事業等を行う日中活動系事業所やグループホーム等の整備促進を図るとともに、障

害児支援の充実を図るため、地域の障害児支援の拠点となる児童発達支援センター等の

整備やきめ細やかな支援を行うための小規模な形態による体制の整備を推進する。  

 

（参考）【平成26年度補正予算】 

○ 障害者施設等の耐震化等整備の推進                 ８０億円 

障害児・障害者が住み慣れた地域で安全かつ安心して暮らしていけるよう、障害者施

設等の耐震化整備及びスプリンクラー等の整備を推進する。 

 

（5）障害者の地域生活支援のための拠点等整備【新規】       ０．３億円 

   障害者の高齢化・重度化等の対応や「親亡き後」を見据え、障害者が地域社会で安心

して暮らしていける社会の実現を目指し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提

供体制を構築していくため、先駆的・先進的に取り組もうとする市町村等に対してサー

ビス提供体制の拠点整備を図るためのモデル事業を実施する。 

 

（６）障害児・障害者への良質かつ適切な医療の提供       ２，２３４億円 

    心身の障害の状態の軽減を図る自立支援医療（精神通院医療、身体障害者のための更

生医療、身体障害児のための育成医療）を提供する。 

また、自立支援医療の利用者負担のあり方については、引き続き検討する。 

 

（７）特別児童扶養手当、特別障害者手当等          １，５５７億円 

   特別児童扶養手当（１，１７１億円）、特別障害者手当等（３８６億円）。 

   

（８）障害児・障害者虐待防止などに関する総合的な施策の推進    

① 障害者虐待防止の推進         地域生活支援事業（４６４億円）の内数 

    都道府県や市町村で障害児・障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その

後の適切な支援を行うため、地域の関係機関の協力体制の整備、家庭訪問、関係機関

職員への研修等を実施するとともに、障害児・障害者虐待の通報義務等の制度の周知

を図ることにより、支援体制の強化を図る。 

   

② 障害児・障害者虐待防止・権利擁護に関する人材養成の推進    ３．８百万円 

    国において、障害児・障害者の虐待防止や権利擁護に関して各都道府県で指導的役

割を担う者を養成するための研修を実施する。 

 

 

 



 

 
 

（９）重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援          １１億円 

重度障害者の割合が一定以上である市町村に対し、国庫負担基準を嵩上げすることに

伴い、重度障害者の割合が著しく高いこと等により国庫負担基準を超えて訪問系サービ

スの費用を支給している市町村に対する補助事業について、小規模な市町村に重点を置

いた財政支援を行う。 

 

（１０）強度行動障害を有する者の支援を行う職員の育成 

 地域生活支援事業（４６４億円）の内数 

強度行動障害を有する者等に対し、適切な支援を行う職員の人材育成を進めるため、

都道府県による強度行動障害支援者養成研修（基礎研修及び実践研修）を実施する。 

 

○ 障害児・障害者の自立及び社会参加の支援等 
（１）障害者自立支援機器の開発の促進                １億円 

障害者自立支援機器等開発促進事業について、脳科学の成果を応用した障害者自立支

援機器の開発等を推進する。 

 

（２）文化芸術活動の支援の推進                 １．３億円 

文化芸術活動に取り組む障害者のため、活動への支援方法や著作権の権利保護等に関

する相談支援などを行うモデル事業等を実施する。 

 

（３）障害児・障害者の社会参加の促進                ２５億円 

    視覚障害者に対する点字情報等の提供、手話通訳技術の向上、盲ろう者向け通訳者養

成等を支援し、障害児・障害者の社会参加の促進を図る。 

 

 

 

 

（１） 長期入院の精神障害者の地域移行・地域定着支援の推進【一部新規】 

１．３億円及び地域生活支援事業（４６４億円）の内数 

「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本理念に基づき、都道府県において、

精神障害者の地域移行支援に係る体制整備のための広域調整及び関係機関との連携等

を図る。 

さらに、「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会」取りま

とめで提示された精神障害者の地域移行方策及び病院の構造改革に係る取組を総合的

に実施し、その効果について検証することにより、精神障害者の退院促進や地域定着を

支援する。 

２ 地域移行・地域定着支援などの精神障害者施策の推進  ２０７億円         

（※地域生活支援事業計上分を除く） 

 



 

 
 

また、難治性患者に対して専門的な治療を実施するために、医療機関間のネットワー

クの構築等による支援体制のモデル事業を行う。 

 

（２）地域で生活する精神障害者へのアウトリーチ（多職種チームによる訪問支援） 

体制の整備             地域生活支援事業（４６４億円）の内数 

精神障害者の地域移行・地域生活支援の一環として、保健所等において、ひきこもり

等の精神障害者を医療へつなげるための支援や関係機関との調整を行うなど、アウトリ

ーチ（多職種チームによる訪問支援）を円滑に実施するための支援体制を確保する。 

 

（３）摂食障害治療体制の整備                   ０．２億円 

「摂食障害治療支援センター」を設置し、急性期の摂食障害患者への適切な対応や医

療機関等との連携を図るなど摂食障害治療の体制整備を支援する。 

 

（４）災害時心のケア支援体制の整備                

０．３億円及び地域生活支援事業（４６４億円）の内数 

心的外傷後ストレス障害（PTSD）対策を中心とした事故・災害等の被害者への心の

ケアの対策を推進するため、各都道府県で災害派遣精神医療チーム（DPAT）の定期的

な連絡会議を開催するなど、日常的な相談体制の強化や事故・災害等発生時の緊急対応

体制の強化を図る。 

また、大規模自然災害発生時の心のケア対応として、「災害時こころの情報支援セン

ター」において、DPAT 派遣に係る連絡調整業務や、心のケア活動への技術的指導を

行い、東日本大震災被災者への継続的な対応や、今後の災害発生に備えた都道府県等の

体制整備を支援する。 

 

（５）心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に関する医療提供体制の整備

の推進                           １８９億円 

心神喪失者等医療観察法を円滑に運用し、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行っ

た者の社会復帰の促進を図るため、指定入院医療機関の確保や通院医療を含む継続的な

医療提供体制を整備する。 

また、指定医療機関の医療従事者等を対象とした研修や指定医療機関相互の技術交流

等により、医療の質の向上を図る。 

 

（６）てんかんの地域診療連携体制の整備【新規】           ０．１億円 

てんかんの治療を専門的に行っている医療機関を「てんかん診療拠点機関」として指

定し、関係機関との連携・調整等を実施することで、てんかんについてのより専門的な

知見を集積するとともに支援体制モデルの確立を目指す。 

 



 

 
 

（７）相談支援事業所等（地域援助事業者）における退院支援体制確保 

地域生活支援事業（４６４億円）の内数 

医療保護入院者の地域生活への移行を促進する観点から、相談支援事業所等における

退院支援の体制整備を支援する。 

 

 

 

 

 

（１）発達障害児・発達障害者の地域支援機能の強化               

地域生活支援事業（４６４億円）の内数 

発達障害の乳幼児期から成人期までの一貫した支援体制の整備や、困難ケースへの対

応、適切な医療の提供に資するため、地域の中核である発達障害者支援センター等に発

達障害者地域支援マネジャーを配置し、市町村や事業所等への支援、医療機関との連携

の機能の強化を図る。 

また、都道府県等において、ペアレント・メンター（※1）の養成や健診等でのアセ

スメントツール（※2）の導入を促進する研修会等を実施する。 

加えて、家族の対応力向上を支援するペアレント・トレーニング（※3）及び当事者

の適応力向上を支援するソーシャル・スキル・トレーニング（SST）（※4）の全国的

な普及を図る。 

※1 ペアレント・メンター：発達障害児・発達障害者の子育て経験のある親であって、その経験を活

かし、子どもが発達障害の診断を受けて間もない親などに対して相談や

助言を行う人のこと。 

※2 アセスメントツール：発達障害を早期発見し、その後の経過を評価するための確認票のこと。 

※3 ペアレント・トレーニング：親が、自分の子どもの行動を観察して発達障害の特性を理解したり、

適切な対応をするための知識や方法を学ぶこと。 

※4 ソーシャル・スキル・トレーニング（SST）：子ども自身が、状況に応じてどのように行動したら

よいかを、日常生活場面とは別の場所で練習するこ

と。 

 

（２） 発達障害児・発達障害者の支援手法の開発や支援に携わる人材の育成など 

① 支援手法の開発、人材の育成                   ０．７億円 
発達障害児・発達障害者等を支援するための支援手法の開発、関係する分野との協

働による支援や切れ目のない支援等を整備するためのモデル事業を実施する。 

また、国立障害者リハビリテーションセンター等で、発達障害者の就労支援に関す

る支援手法の開発に取り組むとともに、発達障害児・発達障害者支援の地域マネジメ

ントに携わる者等に対する研修を行い、人材の専門性の向上に取り組む。 

３ 発達障害児・発達障害者の支援施策の推進       １．４億円 

（※地域生活支援事業計上分を除く） 



 

 
 

② 発達障害に関する理解の促進                   ０．５億円 
全国の発達障害者支援センターの中核拠点としての役割を担う、国立障害者リハビ

リテーションセンターに設置されている「発達障害情報・支援センター」で、発達障

害に関する各種情報を発信し、支援手法の普及や国民の理解の促進を図る。 

また、「世界自閉症啓発デー」(毎年４月２日実施) など、自閉症をはじめとする発

達障害に関する正しい知識の浸透を図るための普及啓発を行う。 

 

（３）発達障害の早期支援        地域生活支援事業（４６４億円）の内数 

市町村で、発達障害等に関して知識を有する専門員が保育所等を巡回し、施設のスタ

ッフや親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う。 

 

 

 

 

 

（１）工賃向上のための取組の推進 【一部新規】                  ２．８億円 

一般就労が困難な障害者の自立した生活を支援する観点から、経営改善や商品開発、

市場開拓等に対する支援を行うとともに、様々な分野で活躍する専門家の技術指導によ

り、障害者のスキルアップを図るためのモデル事業を実施することにより、就労継続支

援Ｂ型事業所などの利用者の工賃向上を図る。 

また、共同受注窓口の体制整備や、企業等と障害者就労施設等との受発注のマッチン

グを促進することにより、障害者就労施設等に対する官公需や民需の増進を図る。 

 

（２）障害者就業・生活支援センター事業の推進【一部新規】    ８．１億円 

就業に伴う日常生活の支援を必要とする障害者に対し、窓口での相談や職場・家庭訪

問等による生活面の支援などを実施する。 

また、就労継続支援事業の利用から一般就労への移行や、加齢や重度化による一般就

労から就労継続支援事業の利用への移行など障害者の能力に応じた就労の場に移行で

きるようにするための支援を行う。 

 

（３）就労支援の充実強化         地域生活支援事業（４６４億円）の内数 

   就労支援を行う事業所のノウハウの充実を図り、企業等での就労を希望する障害者へ

の支援を強化するとともに、企業等で働く障害者のための交流や生活面の相談支援の場

の提供等により障害者の就労支援を推進する。 

 

４ 障害者に対する就労支援の推進             １０．９億円 

（※地域生活支援事業計上分を除く） 

 



 

 
 

 

 

 

（１）地域での効果的な自殺対策の推進と民間団体の取組支援、普及啓発の推進 

【一部新規】                                            ３．５億円 

都道府県・指定都市に設置されている「地域自殺予防情報センター」での専門相談の

実施のほか、関係機関のネットワーク化等により、うつ病対策、依存症対策等の精神保

健的な取組を行うとともに、地域の保健所と職域の産業医、産業保健師等との連携の強

化による自殺対策の向上を図る。 

また、自殺未遂者等へのケアに当たる人材を育成するための研修を行うとともに、全

国的または先進的な自殺対策を行っている民間団体に対し支援を行う。 

さらに、医療機関において、自殺未遂者が当該医療機関に搬送された際に再度自殺を

図ることを防止するため、臨床心理技術者等によるケースマネジメントを行う。 

 

・ 自殺対策に取り組む民間団体への支援（再掲）          １．３億円 

全国的または先進的な自殺の防止等に関する活動を行っている民間団体に対し、   

支援を行う。 

 

（２）自殺予防に向けた相談体制の充実と人材育成 

０．８億円及び地域生活支援事業（４６４億円）の内数 

    うつ病の早期発見・早期治療につなげるため、一般内科医、小児科医、ケースワーカ

ー等の地域で活動する人に対するうつ病の基礎知識、診断、治療等に関する研修を行う

こと等により、地域の各種相談体制と精神保健医療体制の連携強化を図る。 

また、うつ病の治療で有効な認知行動療法（※）の普及を図るため、医療機関の従事

者等の養成を行う。 

※認知行動療法：ものの受け取り方や考え方に働きかけて気持ちを楽にする精神療法。 

 

（３）地域で生活する精神障害者へのアウトリーチ（多職種チームによる訪問支援）

体制の整備（再掲）         地域生活支援事業（４６４億円）の内数 

精神障害者の地域移行・地域生活支援の一環として、保健所等において、ひきこもり

等の精神障害者を医療へつなげるための支援や関係機関との調整を行うなど、アウトリ

ーチ（多職種チームによる訪問支援）を円滑に実施するための支援体制を確保する。 

 

 

 

５ 自殺・うつ病対策の推進                   ４．６億円 

（※地域生活支援事業計上分を除く） 



 

 
 

（４）災害時心のケア支援体制の整備（再掲） 

 ０．３億円及び地域生活支援事業（４６４億円）の内数 

心的外傷後ストレス障害（PTSD）対策を中心とした事故・災害等の被害者への心の

ケアの対策を推進するため、各都道府県で災害派遣精神医療チーム（DPAT）の定期的

な連絡会議を開催するなど、日常的な相談体制の強化や事故・災害等発生時の緊急対応

体制の強化を図る。 

また、大規模自然災害発生時の心のケア対応として、「災害時こころの情報支援セン

ター」において、DPAT派遣に係る連絡調整業務や、心のケア活動への技術的指導を行

い、東日本大震災被災者への継続的な対応や、今後の災害発生に備えた都道府県等の体

制整備を支援する。 

 

 

 

 

（１）依存症治療支援体制モデルの確立              ０．１億円 

    依存症治療を専門的に行っている医療機関を「依存症治療拠点機関」に指定し、依存

症者及びその家族への医療支援の充実を図るとともに、当該機関で得られた知見の評

価・検討を行い、支援体制モデルの確立を行う。 

 

（２）認知行動療法を用いた治療・回復プログラムの普及等【一部新規】０．９億円 

依存症者やその家族に対し、精神保健福祉センターが実施する認知行動療法（※）を

用いた治療・回復プログラムについて、必要な経費を助成することにより、認知行動療

法を用いた治療・回復プログラムの普及を図る。 

また、依存症回復施設職員に対して、薬物・アルコールそれぞれの特性を踏まえた研

修を実施するとともに、精神保健福祉センターで支援に携わる者に対して、認知行動療

法を用いた治療・回復プログラムに関する研修を実施する。 

※認知行動療法：ものの受け取り方や考え方に働きかけて気持ちを楽にする精神療法 

 

 

 

 

 

（１） 障害福祉サービス事業所等の災害復旧に対する支援（復興） ６．７億円 

東日本大震災で被災した障害福祉サービス事業所等のうち、各自治体の復興計画で、

平成27年度に復旧が予定されている事業所等の復旧に必要な経費について、財政支援

を行う。 

７ 東日本大震災からの復興への支援         ２６．２億円 

６ 薬物などの依存症対策の推進              １億円 



 

 
 

（２）障害福祉サービスの再構築支援（復興）           ３．５億円 

被災地の障害者就労支援事業所の業務受注の確保、流通経路の再建の取組や障害福祉

サービス事業所等の事業再開に向けた体制整備等に必要な経費について、財政支援を行

う。 

 

（３）避難指示区域等での障害福祉制度の特別措置（復興）     １６百万円                          

東京電力福島第一原発の事故により設定された避難指示区域の住民及び一部上位所

得層を除く旧緊急時避難準備区域、旧避難指示解除準備区域等の住民について、障害福

祉サービス等の利用者負担の免除の措置を延長する場合には、引き続き市町村等の負担

を軽減するための財政支援を行う。 

 

（４）被災地心のケア支援体制の整備（復興）            １６億円 

東日本大震災による被災者の心のケア等を継続的に実施するため、被災３県（岩手、

宮城、福島）に設置した｢心のケアセンター｣で、精神保健福祉士等の専門職種による自

宅や仮設住宅等への訪問相談、アウトリーチによる医療の提供支援等を行うための体制

整備を支援する。 



２ 障害者総合支援法の施行後３年を目途とした見直しについて 

 

 平成 25 年４月１日から施行されている障害者総合支援法の附則第３条にお

いては、施行後３年を目途とした見直しを検討し、その結果に基づいて所要の

措置を講ずるものとする、とされているところ。 

具体的な検討事項としては、同条において 

 ・ 常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害

者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方 

 ・ 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方 

 ・ 障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの

成年後見制度の利用促進の在り方 

 ・ 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の

障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在

り方 

 ・ 精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方 

が、あげられている。 

これを受け、昨年１２月から有識者を構成員とする障害福祉サービスの在り

方等に関する論点整理のためのワーキンググループを開催している。ワーキン

ググループにおいては、４月を目途に論点整理を行い、その後、これらの論点

について、社会保障審議会障害者部会で検討を行うこととしている。 

検討結果によっては、制度改正等の対応を行っていくこととなることから、

検討状況については、随時、情報提供を行うこととしているので、ご協力方よ

ろしくお願いしたい。 

 



障害者総合支援法附則第３条においては、施行後３年（平成28年４月）を目途とした見直しとして、以下の事項を
見直すこととしている。

障害者総合支援法施行後３年を目途とした見直し事項

常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害
福祉サービスの在り方

障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方

障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在
り方

手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ること
に支障がある障害者等に対する支援の在り方

精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方

※上記の検討に当たっては、障害者やその家族その他の関係者の意見を反映させる措置を講ずることとされている。

■障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）
附 則 （平成二四年六月二七日法律第五一号） 抄

（検討）
第三条 政府は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向
けて、障害者等の支援に係る施策を段階的に講ずるため、この法律の施行後三年を目途として、第一条の規定による改正後の障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するための法律第一条の二に規定する基本理念を勘案し、常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等
の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方、障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方、障害者の意思決定
支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方、手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能
、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方、精神障害者及び高齢の障害者に対する支援
の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。
２ 政府は、前項の規定により検討を加えようとするときは、障害者等及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講
ずるものとする。

障害福祉サービスの在り方等に関する論点整理のための
ワーキンググループ

障害者総合支援法の附則における３年後見直し規定等を踏まえ、障害福祉サービ
スの実態を把握した上で、その在り方等について検討するための論点整理を行う。

○大塚 晃 上智大学総合人間科学部教授
吉川 隆博 東海大学健康科学部准教授
◎佐藤 進 埼玉県立大学名誉教授
田村 綾子 聖学院大学人間福祉学部准教授
寺島 彰 浦和大学総合福祉学部教授
野沢 和弘 毎日新聞論説委員
山下 幸子 淑徳大学総合福祉学部准教授

・平成27年１月～関係者、当事者等も交えて議論を行い、４月を目途に論点を整理

〈スケジュール〉
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３ 平成２６年の地方からの提案等に関する対応方針について 

 

 平成 26 年度から地方の発意に根差した新たな取組を推進することとして、地方分権改

革に関する「提案募集方式」が導入され、平成 27 年１月 30 日に、「平成 26 年の地方から

の提案等に関する対応方針」が閣議決定されたところである。 

 障害保健福祉関係施策については、以下の事務・権限が対象となっており、対応に遺漏

がないようよろしくお願いしたい。 

 

（１）都道府県から市町村への事務・権限の移譲 

ア 「措置入院に関する事務」の保健所設置市等への権限移譲の検討について 

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく「措置入院に関する事務」につ

いては、都道府県等の提案主体から制度改正の必要性等を提案いただく、いわゆる「提

案募集方式」において、都道府県（指定都市）から保健所設置市及び中核市へ権限移

譲するべきとの提案をいただいた。理由として、例えば、法第 23 条の警察官の通報の

規定により都道府県が通報を受けた際、保健所設置市の管轄警察署まで１時間 30 分程

度を要する移動距離があり、早期の対応ができない等の支障が出ているとのことであ

った。 

  本提案については、今回の権限移譲は見送られているが、次のとおり閣議決定され

ているところであり、権限移譲を希望される場合には、まずは都道府県等において条

例による事務処理特例制度（地方自治法（昭 22 法 67）252 条の 17 の２第１項）※

の活用を検討いただきたい。 

  国としての権限移譲の実施については、今後の事務処理特例制度の活用状況等を見

ながら、検討してまいりたい。 

 

【平成 26 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 27 年１月 30 日閣議決定）（抄）】 

５ 都道府県から市町村への事務・権限の移譲等 

 （３）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭 25 法 123） 

    診察及び保護の申請、警察官の通報及び精神科病院の管理者の届出等の受

理、届出等に基づき行われる指定医の診察、入院措置及び移送等を中心とし

た措置入院に関する事務について、都道府県と保健所設置市又は特別区との

調整により、地域の実情に応じて条例による事務処理特例制度（地方自治法

（昭 22 法 67）252 条の 17 の２第１項）を活用できることを改めて周知する。

その上で、条例による事務処理特例制度に基づく保健所設置市及び特別区に

おける事務処理の状況等も踏まえつつ、保健所設置市及び特別区への移譲に

ついて検討を進める。 



 
 

※地方自治法（昭和二十二年四月十七日法律第六十七号） 

（条例による事務処理の特例）  

第二百五十二条の十七の二 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、

条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合

においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し

及び執行するものとする。  

２～４ （略） 

 

（２）義務付け・枠付けの見直し等 

ア 「精神医療審査会」及び「市長村審査会」の委員の任期の条例委任について 

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく「精神医療審査会」、及び障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「市町村審査会」の

委員の任期については、次のとおり閣議決定され、平成 27 年通常国会において第５次

地方分権一括法案として提出される予定。法案が成立した際には、都道府県等におい

て施行の準備をお願いすることとなるので、適切な対応をお願いしたい。 

イ 地方分権改革等に係る障害福祉サービス事業所の指定の取り扱いについて 

 障害福祉サービス事業所の指定については次のとおり閣議決定されているところで

あるので、都道府県及び関係市町村においては、例えば障害福祉サービス事業所を指

定した旨の情報共有など、十分な連携を図りつつ適切な対応をお願いしたい。 

 

【平成 26 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 27 年１月 30 日閣議決定）（抄）】 

６ 義務付け・枠付けの見直し等 

 （４）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭 25 法 123） 

    精神医療審査会の委員の任期（13 条２項）については、３年を上限として

条例（制定主体は都道府県及び指定都市）で定める期間とすることを可能と

する。 

 

（13）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平17法123） 

（ⅰ）市町村審査会の委員の任期（施行令５条１項）については、３年を上限と

して条例（制定主体は市町村等）で定める期間とすることを可能とする。 

（ⅱ）障害福祉サービス事業の健全かつ円滑な運営のため、障害福祉サービス事

業所の指定の状況の共有等、都道府県及び関係市町村が日常的に十分な連携

を図ることが望ましいことについて、地方公共団体に改めて周知する。 

 

 



○ 精神保健福祉法における一般人の申請・警察官通報・精神科病院管理者の届出から指定医の診察等の事

務の都道府県から中核市、保健所設置市への移譲 【精神保健及び精神障害者福祉に関する法律】

診察及び保護の申請、警察官の通報及び精神科病院の管理者の届出等の受理、届出等に基づき行われる指定医の診察、入院措置及び移送等

を中心とした措置入院に関する事務について、都道府県と保健所設置市又は特別区との調整により、地域の実情に応じて条例による事務処理特例

制度（地方自治法（昭22法67）252条の17の２第１項）を活用することができる。

平成26年の地方からの提案等に関する対応方針について【概要】

○ 平成２７年１月３０日に「平成２６年の地方からの提案等に関する対応方針」が閣議決定

（障害保健福祉行政分野における項目ついては、下記のとおり。）

■ 都道府県から市町村への事務・権限移譲

○ 審査会の委員の任期の条例委任

・精神医療審査会【精神保健及び精神障害者福祉に関する法律】

・市町村審査会【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律】

審査会の任期については、３年を上限として条例で定める期間とすることを可能とする。

○ 介護保険サービス事業所や福祉サービス事業所の指定・許可に係る市町村長との事前協議制の確立

【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律】

障害福祉サービス事業の健全かつ円滑な運営のため、障害福祉サービス事業所の指定の状況の共有等、都道府県及び関係市町村が日常的に

十分な連携を図ることが望ましい。

■ 義務付け・枠付けの見直し等



４ 事務・権限の移譲等に関する見直し方針について 

 

 平成 25 年 12 月 20 日に、「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」

が閣議決定され、第４次一括法が平成 26 年５月 28 日に成立し、平成 26 年６

月４日に公布された。事務・権限の移譲の施行日は平成 27 年４月１日であり、

改めて周知する。 

 障害保健福祉関係施策については、以下の事務・権限が対象となっている。 

 【国から都道府県への事務・権限の移譲】 

  ・ 身体障害者福祉司・知的障害者福祉司・精神保健福祉士に係る養成施

設の指定等 

 【国から都道府県・指定都市への事務・権限の移譲】 

  ・ 精神保健及び精神障害者福祉法に基づく精神保健指定医に係る指定医

証の交付等 

 【都道府県から指定都市への事務・権限の移譲】 

  ・ 特別児童扶養手当の受給の認定等 

  【都道府県から指定都市・児童相談所設置市への事務・権限の移譲】 

  ・ 児童福祉法上の指定障害児通所支援事業者、障害者総合支援法上の指

定事業者等（いずれも全ての事業所が一の指定都市・児童相談所設置市

の区域内にあるものに限る。）の業務管理体制の届出の受理等 

 

  精神保健指定医に係る指定医証の交付等については、国から都道府県及び指

定都市へ、指定障害児通所支援事業者、指定事業者等の業務管理体制の届出の

受理等については、都道府県から指定都市及び児童相談所設置市への移譲であ

り、遺漏がないようお願いしたい。 
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者

福
祉

法
〕

〔
理
学
療
法
士
及
び
作
業

療
法

士
法

〕

〔
製

菓
衛

生
師

法
〕

〔
柔

道
整

復
師

法
〕

〔
視

能
訓

練
士

法
〕

〔
社

会
福

祉
士

・
介

護
福

祉
士
法

〕

〔
臨

床
工

学
技

師
法

〕

〔
義

肢
装

具
士

法
〕

〔
食

鳥
処

理
法

〕

〔
救

急
救

命
士

法
〕

〔
職

業
安

定
法

等
〕

○
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
の
求
人

情
報

の
提

供
等
【
別
紙
参
照
】

〔
食

品
衛

生
法

〕
(再

掲
)

○
総
合
衛
生
管
理
製
造
過

程
の
承

認
等

〔
栄

養
士

法
〕

○
養
成
施
設
の
配
置
状
況

を
踏
ま

え
検
討

〔
医

療
法

〕
(再

掲
)

○
国
開
設
病
院
等
の
開
設

承
認
・

監
督

(
2
)
厚
生
労
働
省

〔
児

童
福

祉
法

〕
(再

掲
)

〔
戦

傷
病

者
特

別
援

護
法
〕

〔
母

子
保

健
法

〕

〔
原

爆
被

爆
者

援
護

法
〕

○
指

定
医
療

機
関
等
の

指
定

・
監
督

〔
消

費
生

活
協

同
組

合
法
〕

○
消
費
生
活
協
同
組
合

(
一
部
)
の
設

立
認

可
・

監
督

〔
医

療
法

〕

○
医
療
法
人
(
一
部
)の

設
立
認
可
・

監
督

〔
中

小
企

業
等

協
同

組
合
法

〕

○
事
業
協
同
組
合
等
(
一
部
)
の
設
立

認
可

・
監

督

〔
社

会
福

祉
法

〕
(再

掲
)

○
社
会
福
祉
法
人
(
一
部

)
の
定
款
認

可
・

監
督

〔
生

活
衛
生

関
係

営
業
適

正
化

・
振

興

法
〕

○
生

活
衛
生

同
業
組
合

振
興

計
画
の

認
定

〔
中

小
企

業
団

体
法

〕

○
協
業
組
合
等
(
一
部
)
の
設
立
認
可

・
監

督

〔
介

護
保

険
法

〕

○
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
(
一
部
)
の

業
務

管
理

体
制
の
整

備
に

関
す
る

監
督

等

〔
戦

没
者

等
の

妻
に

対
す

る
特

別
給

付
金
支
給
法
〕

〔
戦

没
者

等
の

遺
族

に
対

す
る
特

別

弔
慰
金
支
給
法
〕

〔
戦

傷
病

者
等

の
妻

に
対

す
る
特

別

給
付
金
支
給
法
〕

〔
戦

没
者

の
父

母
等

に
対

す
る
特

別

給
付
金
支
給
法
〕

○
特
別
給
付
金
又
は
特
別
弔
慰
金
の

特
別
買
上
償
還
に
関
す
る
証
明
書

の
発
行

〔
精

神
保

健
福

祉
法

〕

○
精
神
保
健
指
定
医
証
の
交
付
等

(
3
)
農
林
水
産
省

〔
農

産
物

検
査

法
〕

○
登
録
検
査
機
関
(
一
部

)
の
登
録
・

監
督

(
5
)
国
土
交
通
省

〔
中

小
企

業
等

協
同

組
合
法

〕
(再

掲
)

〔
道

路
運

送
法

〕

○
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
登
録
・

監
査
等
【
別
紙
参
照
】

○
自
動
車
道
事
業
(
一
部

)
に
係
る
供

用
約
款
の
認
可
等

〔
中

小
企

業
団

体
法

〕
(再

掲
)

〔
自

動
車

運
転

代
行

業
適
正

化
法
〕

○
自
動
車
運
転
代
行
業
の
認
定
等
に

係
る
同
意
・
監
督

〔
直

轄
道

路
・
河

川
に
係

る
整

備
等

に

関
す

る
計

画
、
工

事
及

び
管

理
の

実

施
等
〕

○
国

と
地

方
公

共
団

体
の

協
議

が

整
っ
た
も
の
に
つ
い
て
移
譲

関
係

す
る

市
町

村
の

意
見

を
十

分

に
聴
取
し
、
反
映
す
る
よ
う
調
整

○
併

せ
て

、
地

方
管

理
道

路
河

川
の

直
轄
編
入
を
含
め
必
要
な
見
直
し

【
別
紙
参
照
】

(
6
)
環
境
省

〔
土

壌
汚

染
対

策
法

〕

○
指
定
調
査
機
関
(
一
部

)
の
指
定
・

監
督

(
3
)
農
林
水
産
省

(
1
)
法
務
省

(
4
)
経
済
産
業
省

(
6
)
環
境
省

(
5
)
国
土
交
通
省

〔
人

権
啓

発
活

動
地

方
委
託

事
業
〕

○
移
譲
方
策
の
検
討

〔
下

請
代

金
支

払
遅

延
等
防

止
法
〕

〔
中
小
も
の
づ
く
り
高
度
化
法
〕

〔
地

域
商

店
街

活
性

化
法
〕

〔
産

業
競

争
力

強
化

法
〕

○
国
と
地
方
公
共
団
体
の
連
携
等

〔
土

地
改

良
法

〕
(再

掲
)

〔
地

域
公

共
交

通
活

性
化
法

等
〕

○
持
続
可
能
な
公
共
交
通
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
実
現
す
る
た
め
の
実
効

性
あ
る
枠
組
み
を
整
備

〔
石

綿
健

康
被

害
救

済
法
〕

○
指

定
を
希

望
す

る
地
方

公
共
団

体
を

積
極
的
に
指
定

〔
特

定
特

殊
自

動
車

排
出
ガ
ス
規

制
法

〕
○
使
用
者
へ
の
技
術
適
合
命
令
等

(
1
)
総
務
省

(
2
)
厚
生
労
働
省

〔
食

鳥
処

理
法

〕
(再

掲
)

○
指

定
検
査

機
関
の
指

定
・

監
督

〔
雇

用
保

険
法

〕
○

一
体

的
実

施
施
設
に

お
い

て
、

利
用

者
か

ら
十

分
な
ニ
ー

ズ
が

見
込

め
る

場
合

に
積

極
的
に
取

り
組

む
〔
感

染
症

法
〕

〇
特

定
感

染
症
指

定
医

療
機

関
へ
の

費
用

負
担
適

正
化
に
係

る
報

告
請

求
等

を
都

道
府

県
が
主
体

的
に

実
施

〔
個

別
労

働
紛

争
解

決
促
進

法
〕

○
労

働
相

談
・

紛
争

解
決

関
係

機
関

間
の

連
携

を
促
進

〔
健

康
増

進
法

〕
○

誇
大

表
示

の
禁

止
に

係
る

勧
告

・
命

令

〔
土

地
改

良
法

〕
○

移
譲

の
発

意
が

あ
っ

た
場

合
、

施
設

管
理

者
を

含
め

三
者

協
議

を
実
施

〔
農

地
法

及
び
農

業
振

興
地

域
の

整
備

に
関
す
る
法
律
〕

○
農
地
転
用
の
許
可
等
【
別
紙
参
照
】

〔
食

の
安

全
、

食
育

の
推

進
等

に
関

す
る
事
務
〕

〔
園

芸
農

産
物

、
畜

産
物

等
の

生
産

等
に
関
す
る
事
務
〕

○
政

策
目

標
の

達
成

等
に

向
け

、
地
方
の
意
見
も
踏
ま
え
て
対
応

(
4
)
経
済
産
業
省

〔
商

工
会

議
所

法
〕

○
商
工
会
議
所
の
定
款
変
更
の
認
可

(
一
部
)

〔
中

小
企

業
団

体
法

〕
(再

掲
)

〔
中

小
企

業
新

事
業

活
動
促

進
法
〕

○
特
定
新
規
中
小
企
業
者
の
確
認

〔
中

小
企

業
経

営
承

継
円
滑

化
法
〕

○
支
援
措
置
に
係
る
認
定

〔
精

神
保

健
福

祉
士

法
〕

〔
言

語
聴

覚
士

法
〕

○
養
成
施
設
の
指
定
・
監
督
等



５ 障害者総合支援法の対象疾病（難病等）の見直しについて 

 

平成 25 年４月施行の障害者総合支援法においては、障害者の定義に難病等

を追加し、障害者手帳が取得できない場合でも対象疾病に該当すれば必要と認

められる障害福祉サービス等を受給できることとなった。 

障害者総合支援法の対象疾病（難病等）については、難病の患者に対する医

療等に関する法律および児童福祉法の一部改正法が成立したことに伴う指定

難病の検討等を踏まえ、「障害者総合支援法対象疾病検討会」において疾病の

要件及び対象疾病の検討を行い、第一次対象疾病がこれまでの 130 疾病から

151 疾病に拡大したところ（平成 27 年１月１日施行）。 

第二次対象疾病については、今後の指定難病の検討等を踏まえ、引き続き障

害者総合支援法対象疾病検討会において検討し、平成 27 年夏から秋頃を目途

に施行を予定している。 

直近（平成 26 年 10 月）のサービス利用実績では、実人数で１,080 人（平

成 25 年４月：156 人）と増加傾向となっているが、今後も対象となる方が必

要な障害福祉サービス等を受けることのできるよう、対象疾病が拡大したこと

など制度の周知に加え、障害者手帳に該当する状態であれば手帳制度について

も説明するなど、難病等の特性を踏まえたきめ細かい対応をお願いしたい。 

また、医療担当部局と連携し、障害者手帳が取得できない場合でも障害者総

合支援法の対象疾病に該当すれば障害福祉サービス等を受給できることなど

の基本的な制度について医療機関へ周知することや、都道府県労働局・ハロー

ワークと連携した就労支援等、部局間の連携についてお願いしたい。 

 

 



H26.7

H26

H27

H27.1

2



0.1

130



634

30
0 0 10 4

53

12 9 8 5 15 4 0

68

0

191

102

0

100

200

300

400

500

600

700



25 26

156
207

278

360
413

480

570

636
691

719 739

822
856

913

973 994

1060
1119 1145

156
204

270
347

398
465

543
608

659 684
699

776
812

858
913 935

994
1055

1080

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300



都道府県名 難病等対象者 都道府県名 難病等対象者

北 海 道 94 滋 賀 県 8

青 森 県 16 京 都 府 21

岩 手 県 15 大 阪 府 137

宮 城 県 9 兵 庫 県 26

秋 田 県 8 奈 良 県 8

山 形 県 9 和歌山県 13

福 島 県 11 鳥 取 県 20

茨 城 県 7 島 根 県 10

栃 木 県 20 岡 山 県 35

群 馬 県 5 広 島 県 16

埼 玉 県 28 山 口 県 1

千 葉 県 28 徳 島 県 21

東 京 都 76 香 川 県 6

神奈川県 74 愛 媛 県 19

新 潟 県 6 高 知 県 3

富 山 県 6 福 岡 県 56

石 川 県 7 佐 賀 県 5

福 井 県 6 長 崎 県 21

山 梨 県 2 熊 本 県 38

長 野 県 13 大 分 県 9

岐 阜 県 18 宮 崎 県 13

静 岡 県 15 鹿児島県 9

愛 知 県 84 沖 縄 県 17

三 重 県 11 合     計 1,080

難病患者等の都道府県別障害福祉サービス利用状況（平成２６年１０月分）



６ 身体障害者手帳制度について 

 

（１）聴覚障害の認定方法の見直しについて 

聴覚障害の認定が適正に行われたのか疑念を生じさせるような事案につい

ての報道がなされたことを契機に認定方法の見直しについて検討することが

課題となったことから、昨年３月に聴覚障害の認定方法に関する検討会を設置

し、同様の事案を生じさせないための方策について検討を行った。  
10 月 30 日開催の第３回検討会において「他覚的聴力検査の実施」と「指定

医の専門性の向上」を対応案とするとりまとめを行い、本とりまとめを踏まえ

た見直し案については、12 月 15 日開催の疾病・障害認定審査会障害認定分科

会において了承されたところである。 

見直しの内容については、平成 27 年１月 29 日付けで各都道府県等に関係通

知を発出したところであるが、平成 27 年４月からの円滑な施行に向けて、指

定医への周知等について、遺漏がないようお願いしたい。  
 

（２）身体障害認定基準等の見直しについて 

  身体障害者手帳に係る認定基準等については、医学の進歩等に応じて見直し

を行っているところであり、平成 27 年度においては、肝臓機能障害や視覚障

害等の検討を予定している。 

肝臓機能障害については、平成 22 年４月から開始され、基準が厳しいので

はないかという意見があるが、身体障害の認定基準の見直しに当たっては、具

体的な症例を基に得られる医学的な知見等を踏まえ行う必要があることから、

厚生労働科学研究において今年度から開始した「障害認定の在り方に関する研

究」の中で実施している肝臓機能障害に関する分担研究において、肝炎患者等

の症例収集を通じた認定基準の検証を行っている。 

視覚障害については、視力における両眼の視力の和による等級をはじめとす

る視覚障害の認定基準のあり方について、現在、関連学会において検証を行っ

ている。 

肝臓機能障害や視覚障害の認定基準等については、これらの成果を踏まえ、

平成 27 年４月以降、検討会を開催し、新基準について検討を行うことを予定

しており、見直しの検討状況については、随時情報提供することとしているの

でご承知願いたい。 



○ 身体障害者手帳の認定では、純音オージオメータを主体として行うこととされている。
○ 障害程度の認定においては、聴力図、鼓膜所見等により、その聴力レベルが妥当性
のあるものであるかを十分に検討する必要があるとされており、必要に応じて（指定医
等の判断で）、他覚的聴力検査（ＡＢＲ検査等）が実施されている。

聴覚障害の認定方法の見直しの経緯について

平成２６年２月に、聴覚障害の認定が適正に行われたのか疑念を生じさせるような事案の報道

専門家から構成される「聴覚障害の認定方法に関する検討会」を設置し、検討
会において聴覚障害の認定方法について検討（次頁参照）

現在の取扱い

聴覚障害の認定方法の見直し実施

平成２７年４月～

第６回疾病・障害認定審査会身体障害認定分科会（平成２６年１２月１５日開催）
見直し案の審議・了承

通知改正

○ 聴覚障害の認定方法に関する検討会構成員名簿

◎：座長 ○：座長代理

氏 名 所属及び職名（当時）

○市川 銀一郎 順天堂大学 名誉教授

◎江藤 文夫 国立障害者リハビリテーションセンター 顧問

小川 郁 慶応義塾大学医学部耳鼻咽喉科 教授

奥野 妙子 三井記念病院耳鼻咽喉科 部長

中村 耕三 国立障害者リハビリテーションセンター 総長

原 晃 筑波大学大学院医学・医療系耳鼻咽喉科 教授

○ 検討会の開催状況
第１回 ３月２６日：現状の認定方法について、今後の進め方 等
第２回 ９月 ２日：関係団体ヒアリング、研究班からの報告 等
第３回 １０月３０日：意見交換、議論のまとめ 等

○ 検討会でとりまとめた今後の対応
・ 他覚的聴力検査の実施について
・ 指定医の専門性の向上について



○ 「身体障害認定基準の取扱い（身体障害認定要領）について」を改正し、
「聴覚障害に係る身体障害者手帳の所持していない者に対し、指定医が２級（両耳全ろう）
の診断を実施する場合には、ＡＢＲ等の他覚的聴覚検査又はそれに相当する検査を実施し、
その結果（実施した検査方法及び検査所見）を記載し、記録データのコピー等を添付すること」
について記載

○ 「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」を改正し、それに相当する検査の
内容等について記載

○ 診断書・意見書の様式を改正し、聴覚障害に係る手帳の所持の有無について記載

他覚的聴力検査の実施について

○ 各都道府県等へ以下の内容を通知
・ 都道府県等が聴覚障害に係る指定医を新規に指定する場合は、原則として、日本耳鼻咽喉
科学会の専門医である者とする。
・ 地域の実情等により、専門医ではない耳鼻咽喉科の医師又は耳鼻咽喉科以外の医師を指
定する場合は聴力測定技術等に関する講習会の受講を推奨するなど専門性の向上に努める。

指定医の専門性の向上について

聴覚障害の認定方法の見直し内容について



７ 特別児童扶養手当等について 

 

（１）手当額について 

特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び経過的福祉手当に 

ついては、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」（昭和 39 年法律第 

134 号）、「国民年金法等の一部を改正する法律」（昭和 60 年法律第 34 号） 

附則（経過的福祉手当）及び「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改 

定の特例に関する法律」（平成 17 年法律第９号）に基づき、毎年度、物価の 

変動に応じて手当額を改定してきたところである。 

平成 27 年度の手当額については、物価変動率２．７％に、特例水準の段階 

的な解消（平成 27 年４月以降は▲０．３％）をあわせて、２．４％の引上げ 

となる。（政令改正予定） 

  ※ 平成１２年度以降、物価下落時に据置き措置が採られた経緯から生じている特例水準 

（１．７％）については、年金と同様に、平成２５年度から平成２７年度までの３年間 

で解消することとしている。これにより、平成２７年度分の手当額は、０．３％引き下 

がることになる。（解消のスケジュールは、平成２５年１０月から▲０．７％、 

平成２６年度▲０．７％、平成２７年度▲０．３％） 

各都道府県におかれては、管内の市区町村及び関係機関に対し周知徹底をお 

願いするとともに、受給者に対する周知についても特段の配慮をお願いした 

い。 

 

平成 27 年度の手当額 

 平成 26 年度 

（月額） 

平成 27 年度 

（月額） 

特別児童扶養手当１級 

〃   ２級 

４９，９００円 

３３，２３０円 

５１，１００円 

３４，０３０円 

障害児福祉手当 １４，１４０円 １４，４８０円 

特別障害者手当 ２６，０００円 ２６，６２０円 

経過的福祉手当 １４，１４０円 １４，４８０円 

 

 

（２）所得制限限度額 

特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び経過的福祉手当の 

所得制限限度額については、障害基礎年金等の公的年金と同様に据え置く予定 

である。 

   本    人 

    特別児童扶養手当（４人世帯・年収） 770.7 万円 → 据え置き 

    そ の 他（本人・年収）   518.0 万円 → 据え置き 

    扶養義務者等（６人世帯・年収）   954.2 万円 → 据え置き 



（３）特別児童扶養手当事務取扱交付金について 

特別児童扶養手当事務取扱交付金については、「特別児童扶養手当等の支給 

に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令」 

（昭和 40 年政令第 270 号）に基づき交付されているところであるが、平成 26 

年度実績報告及び平成 27 年度当初交付申請の事務費単価については、以下の 

とおり改定する予定である。（平成 26 年度分は３月中旬を目途に一部改正政 

令を公布予定） 

  ・平成２６年度事務費単価（実績報告） 

都道府県分 １，８７０円 

市町村分  １，８２５円 

  ・平成２７年度事務費単価予定額（当初交付申請） 

    都道府県分 １，８５８円 

    市町村分  １，８１４円 

    指定都市分 ３，６７２円（権限移譲に伴い新たに設定予定） 

                                                                                                                               

（４）特別児童扶養手当等の認定基準の一部改正について 

障害者等の手当の認定については、各々の障害認定基準の規定に基づき、実 

施されているところであるが、今般、近年の医学的知見を踏まえ、特別児童扶 

養手当については、「肝疾患による障害」の認定基準及び診断書、「心疾患の 

障害」の診断書、「聴覚障害」の認定基準、「精神の障害」の診断書等の見直 

しを行うとともに、障害児福祉手当については、「肝疾患による障害」の認定 

基準及び診断書、「聴覚障害」の認定基準及び診断書、「精神の障害」の診断 

書を見直し、特別障害者手当については、「肝疾患による障害」の認定基準及 

び診断書、「精神の障害」の診断書の見直しを行い、以下の通知を発出してお 

りますので、管内市区町村及び関係機関への周知徹底をお願いしたい。（平成 

２６年６月１日施行） 

・「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第３における障害の 

認定要領の一部改正について」（平成 26 年 5 月 20 日付障発０５２０第２ 

号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 

・「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準の一部改正につ 

いて」（平成 26 年 5 月 20 日付障発０５２０第３号厚生労働省社会・援護 

局障害保健福祉部長通知） 

 

（５）特別児童扶養手当の代謝疾患（糖尿病）の障害認定について 

代謝疾患においては、認定の標準化を図る観点から認定基準及び診断書の見 

直しを行い、平成 22 年 11 月に一部改正通知を発出しているところである。 

当該一部改正により、糖尿病については「インスリン療法の自己管理が出来 

ない場合は認定の対象とする。」としており、診断書のインスリン療法の自己 

管理状況において「一部介助」と診断された場合であっても、自己管理ができ 

ないと判断される場合には、認定の対象とすることとしているので、糖尿病に 



おける障害認定の際には、留意のうえ適正な認定事務を行うようお願いする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８ 特別児童扶養手当の受給資格の認定に係る指定都市への権限移譲について 

 

  「都道府県から指定都市への事務・権限の移譲等について」（平成 25 年 6

月 25 日第 30 次地方制度調査会答申）、「事務・権限の移譲等に関する見直し

方針について」（平成 25 年 12 月 20 日閣議決定）を踏まえ、「地域の自主性

及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律」（平成 26 年 6 月 4 日公布）に基づき、都道府県が行っている特別児童

扶養手当の受給資格の認定等に係る事務のうち、受給資格者が指定都市の区域

内に居住する場合の事務について、指定都市に移譲することとされた。（平成

27 年４月１日施行） 

  指定都市における認定事務等については、関係道府県、児童相談所、福祉事

務所等の関係機関と十分に連携を図るとともに、障害認定基準に基づく適正な

審査をお願いしたい。 

また、関係道府県においては、指定都市の認定事務等について、必要に応じ

て助言を行うなど、円滑な事務移譲のため引き続き協力をお願いする。 

なお、これまでに「特別児童扶養手当認定事務等に係る指定都市への権限移

譲について」（平成２６年１０月３１日付事務連絡）、「特別児童扶養手当認

定事務等に係る指定都市への権限移譲に関する疑義について（平成２７年１月

２６日付事務連絡）を発出しているので、これらも参考に、権限移譲に伴う体

制整備につき万全の準備をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９ 特別障害給付金制度の周知について 

 

  国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受

給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特

別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金」を給付する措置が

平成 17 年４月１日から施行されているところであるが、制度の一層の周知を

図るため、引き続き各都道府県及び市区町村を通じた制度の周知・広報につい

て、ご協力をお願いしたい。 

  本制度では、経過的福祉手当の受給者が特別障害給付金の支給を受けた場

合、経過的福祉手当の受給資格を喪失し、再び受けることができなくなるので、

ご留意願いたい。 

  また、特別障害給付金制度の更なる周知を図るために、福祉関係施設や事業

者、医療関係者、民生委員、障害者団体等、日頃障害者と接する機会の多い方々

を通じた周知についてもご協力をお願いしたい。（制度の概要については、日

本年金機構のホームページを参照願いたい。） 

  なお、平成 27 年度の額は、物価変動率が２．７％となったことから、下記

のとおりの額となるので、管内市区町村及び関係機関への周知をお願いしたい。 

 

 

                   （平成 26 年度）  （平成 27 年度） 

  障害基礎年金１級相当に該当する方 ４９，７００円 → ５１，０５０円 

                            （2 級の 1.25 倍） 

  障害基礎年金２級相当に該当する方 ３９，７６０円 → ４０，８４０円 





 

 

 

 

 

 

 

 

企画課監査指導室 

 

 

 

 

 





１ 平成２７年度における障害保健福祉行政事務指導監査の実施について 

 

（１）障害者総合支援法等に基づく指導監査について 

都道府県においては、障害者総合支援法等の関係法令・通知等を参照の上、

引き続き指定障害福祉サービス事業所等に対する適切な監査の実施をお願

いしたい。  
また、指定障害福祉サービス事業者等（以下「事業者」という。）に対す

る指導監査の実施に当たっては、法令・基準の遵守と適切なサービス提供

などに重点を置いた指導を実地に行うとともに、管内市町村に対しては、

適切な支給決定に重点を置いた指導をお願いしたい。さらに、近年、事業

者の不正受給等による指定取消等や障害者に対する虐待に係る事件が報道

されているが、これらの事案は制度の根幹を揺るがすとともに、人権に関

わる問題であることから、関連する情報が寄せられた場合には、関係機関

等との連携のもと機動的かつ適切に対応するようお願いしたい。 

なお、厚生労働省においても、平成２６年度に都道府県に対する実地指導

を実施し、併せて管内の市町村に対する実地指導の検証を行ったところで

あるが、その結果、是正又は改善を図る必要があるとした主な指摘事項に

ついては、以下のとおりとなっているので、これらを踏まえて適切に対応

するようお願いしたい。 

（主な指摘事項） 

・管内市町村に対する指導が低調又は未実施  
・事業者に対する実地指導が低調 

・指定自立支援医療機関に対する指導が未実施 

・自立支援医療費の支払いに係る審査点検が未実施  
 

（２）指定障害福祉サービス事業者等に係る業務管理体制の監督について 

平成２４年４月１日より、指定障害福祉サービス事業者等（以下「事業者」

という。）に業務管理体制の整備及び届出が義務付けされ、国、都道府県及

び市町村に事業者の本社等への立ち入り権限が付与されたところである。 

また、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律」（平成２６年法律第５１号）（第４次分

権一括法）において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号）及び児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号）の一部が改正され、平成２７年４月１日から施行されるこ

ととなった。 

これに伴い、業務管理体制の整備に関する届出書の届出先を都道府県と

している事業者のうち、指定又は許可を受けている事業所又は施設の全て

が一の指定都市（児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者及び指定

障害児入所施設の設置者については児童相談所設置市を含む。以下同じ。）

の区域に所在する事業者にあっては、その届出先が指定都市の長に変更さ



れる。 

各都道府県におかれては、指定都市と連携を図っていただき、適切に業務

が実施されるよう、ご配意をお願いしたい。 

 

ア 事業者に対する業務管理体制整備に関する届出の周知徹底 

新規参入事業者の届出や届出済事業者の届出事項変更に伴う変更届に

ついては、遅滞なく行うこととされており、都道府県及び指定都市にお

いては、届出未済防止の観点から、新規指定申請・指定更新時や集団指

導時など、事業者と接する機会を捉えて、制度の周知・届出の確認を行

う等引き続き届出受理業務に遺漏のないようお願いしたい。 

 

イ 業務管理体制に係る一般検査 

一般検査は、事業者が整備した業務管理体制について、定期的にその

運用実態の報告を求め、当該事業者の規模・組織形態等を勘案した上で

有効に機能する仕組みとなっているか確認し、必要に応じ改善に向け事

業者が自主的に取組むよう助言を行うものである。都道府県及び指定都

市においては、全ての事業者を対象としつつ地域の実情に応じ計画的に

検査を実施されるようお願いしたい。 

 

ウ 業務管理体制に係る特別検査 

特別検査は、指定の取消事由に該当した事業者による不正行為の確認

のため、当該事業者の本社等への立入検査を行い、業務管理体制の整備

についての取組の状況やその組織的関与の有無等を検証するものである。   

都道府県及び指定都市においては、事業者に対して指定取消処分を行

う場合、当該事業者の本社等に対する特別検査を実施されるようお願い

したい。 

また、指定取消相当の処分を行う事業者の指定権者が異なる場合にお

いては、当該自治体と緊密に連携の上、特別検査を実施されるようお願

いしたい。 

 

（３）特別児童扶養手当及び特別障害者手当等支給事務指導監査について 

都道府県においては、「特別児童扶養手当市町村事務取扱準則」（平成 23

年 4 月 1 日障発 0401 号の 5 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）

及び「児童扶養手当及び特別児童扶養手当関係書類市町村審査要領」（昭和

48 年 10 月 31 日児企第 48 号厚生省児童家庭局企画課長通知）を踏まえて、

当該手当の支給事務に係る指導監査を実施するとともに、「特別児童扶養手

当等支給事務指導監査の実施について」（平成 12 年 6 月 21 日障第 488 号厚

生省大臣官房障害保健福祉部長通知）の別紙「特別児童扶養手当等支給事

務監査要綱」を参考として、引き続き、適正な指導監査の実施をお願いし

たい。 



この 4 月より、特別児童扶養手当の認定事務が指定都市に権限委譲される

ところであり、指定都市に対する指導監査は国においても実施することと

しているが、道府県においても引き続き指導監査の実施をお願いしたい。 

また、地方事務所等に指導監査を委任等している都道府県にあっては、監

査マニュアルの作成及びこれらに関する研修を行うこと等により、監査担

当職員の資質の向上、統一的な指導監査の実施をお願いしたい。 

なお、厚生労働省において都道府県に対し実施した指導監査の結果、是正

又は改善を図る必要があると指摘した主な項目は以下のとおりとなってい

るので、今後、これらを踏まえて適切に対応するようお願いしたい。 

 

ア 特別児童扶養手当について 

（ア）適正な障害程度の認定 

障害程度の認定について、昭和 50 年 9 月 5 日児発第 576 号厚生省児童

家庭局長通知の別紙「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別

表第三における障害の認定要領｣に基づく的確な認定をお願いしたい。 

なお、医学的総合的判断により認定する場合には、具体的かつ明確な

判断理由の記録をお願いしたい。 

（イ）適正な請求書受理事務 

認定請求書の受理事務について、診断書、身体障害者手帳又は療育手

帳の写の添付及び住民票の写・戸籍謄本等の確認、関係機関への照会、

公的年金受給権の確認の徹底をお願いしたい。 

（ウ）支給要件等の審査の徹底 

支給要件の審査に当たり、生計維持（同一）関係については、戸籍及

び住民票により確認し、所得状況については課税台帳等により確認する

こととし、障害程度の変動による手当額の改定に当たっては、診断書等

の資料に基づく適正な処理をお願いしたい。 

 

イ 特別障害者手当等について 

（ア）適正な障害程度の認定 

障害程度の認定状況をみると、医学的・専門的判断が必要であるにも

かかわらず、嘱託医等の意見を求めずに認定が行われている等の事例が

認められるので、昭和 60 年 12 月 28 日社更第 162 号厚生省社会局長通知

「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」に

基づく適正な認定をお願いしたい。 

また、医学的総合的判断により認定する場合には、具体的かつ明確な

判断理由の記録をお願いしたい。 

なお、有期認定にあたり、診断書の「将来再認定の要」欄の記載に基

づき、画一的に認定されている事例があるが、治療等により障害の程度

が変化すると見込まれる事例については、実態に即した期間で認定され

るようをお願いしたい。 



（イ）適正な所得審査 

所得額の把握について、税務担当部署との緊密な連携等により適正な

所得審査をお願いしたい。 

（ウ）現況調査等の徹底 

受給資格について、社会福祉施設等への入所の有無、３か月を超える

入院の状況、死亡等を的確に把握するため、市町村、福祉事務所等の関

係機関と連絡を密にして、十分な調査確認が行われるよう指導するとと

もに、受給資格者の資格喪失に係る届出義務について一層の周知徹底を

お願いしたい。 

 

（４）精神科病院に対する実地指導について 

都道府県及び指定都市においては、毎年度、管内の精神科病院に対する

実地指導等を計画的に実施することにより、精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律（以下「精神保健福祉法」という。）の適正な運用の推進を

お願いしたい。  
厚生労働省においても、都道府県等に対し精神保健福祉法に関する行政

事務指導監査を実施し、併せて都道府県等の精神科病院に対する実地指導

の検証を行ったところであるが、その結果、是正又は改善を図る必要があ

るとした主な指摘事例については以下のとおりとなっているので、今後、

これらを踏まえて適切に対応するようお願いしたい。 

  （主な指摘事項）  
・ 精神科病院における医療従事者（常勤指定医を含む。）の不足  
・ 精神科病院に対する実地指導（指摘等）が不十分  
・ 措置患者の入院先の選定が不適切  
・ 新規措置入院患者の入院後おおむね３か月後の実地審査が未実施・不

十分  
・ 定期病状報告書の遅延等  
・ 法第３３条第７項及び第３３条の２の規定に基づく医療保護入退院届

の遅延  
・ 精神医療審査会の審査結果通知の遅延  
・ レセプト等の審査点検が不十分  
・ 精神障害者保健福祉手帳の交付事務が不適切  
なお、これらに適切に対応するため、福祉及び医療の各関係部局が連携

した対応を図るとともに、「精神科病院に対する指導監督等の徹底について」

（平成 10 年 3 月 3 日障第 113 号、健政発第 232 号、医薬発第 176 号、社援
第 491 号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、健康政策局長、医薬安全局長、
社会・援護局長通知）等に基づく、適正かつ効果的な実地指導を実施し、人

権に配慮した適正な精神医療の確保及び入院者の適切な処遇の確保を図ら

れるようお願いしたい。  
 










